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論 説 

番号制度及び国民 ID 制度の税務行政への適用について 

 

 

前税務大学校研究部長 

土 屋 雅 一 

 

◆SUMMARY◆ 

 現在、検討されている番号制度については、政府・与党社会保障改革検討本部において検

討している「社会保障・税に関わる番号制度」と政府の高度情報通信ネットワーク社会推進

戦略本部（IT 戦略本部）において提唱されている「国民 ID 制度」がある。 

 本稿は、これらの番号制度についての検討状況を踏まえ、その関係を考察するとともに、

税務分野にどのように利用しようとしているのかについて、分かりやすく整理し紹介してい

る。 

（税大ジャーナル編集部） 

 



税大ジャーナル 17 2011. 10 

148 

 

目   次 

１ はじめに ··································································································· 148 

２ 番号制度及び国民 ID 制度についての検討状況の概観 ········································ 149 

(1) 番号制度 ································································································· 149 

(2) 国民 ID 制度 ···························································································· 153 

(3) 両制度の連携 ··························································································· 155 

３ 番号制度の税務行政への適用 ········································································ 155 

(1) 「税制大綱」の各論についての考察 ····························································· 159 

(2) 国税当局へ提出を要しない情報の扱いについて ·············································· 164 

(3) 各種情報への電子署名及び電子証明書の添付及び電子的な税務調査 ··················· 166 

(4) 海外資産・海外取引の扱い ········································································· 167 

(5) 外国人及び外国法人の扱い ········································································· 168 

４ おわりに ··································································································· 168 

 

 

１ はじめに 

平成 23 年 1 月 31 日に決定された政府・与

党社会保障改革検討本部の「社会保障・税に

関わる番号制度についての基本方針」（以下

「基本方針」という。）(1)によれば、「社会保

障・税に関わる番号制度」（以下「番号制度」

という。）について、平成 26 年 6 月に全国民

へ「番号」を配布し、平成 27 年 1 月以降に

税務分野で利用を開始することとされている

(2)。「基本方針」には、税務分野における「番号」

の利用例として、次のような記述(3)がある。 

税務当局が保有する各種所得情報や扶養情

報について番号を用いて名寄せ・突合するこ

とにより、所得の過少申告や扶養控除のチェ

ックを効率的に行える。これにより社会保障

の不正受給や税の不正還付等を防止すること

ができる。 

・①金融機関、雇用主等から提出された自己

に対する支払情報、②社会保険料控除の対

象となる国民年金保険料、国民健康保険料

の支払情報、③医療費控除額の算出に必要

な市町村や保険者等からの補てん金情報な

ど国民にとって確定申告の際に有益な情報

について、個人情報保護制度における対応

が図られるほか、金融機関・雇用主等への

電子的提出の義務付けや関係機関における

情報処理の所要期間等を考慮した各種手続

時期の見直しなど諸般の環境整備が図られ

れば、e-Tax で確定申告を行う際、国民が

マイ･ポータルで確認することができる。 

・国税・地方税とも、自宅のパソコン等から

自己の申告情報、納付履歴等を入手・閲覧

できる。 

・国と地方にそれぞれ記載事項が共通である

ものを提出する義務のある一定額以上の給

与、年金の支払調書について、オンライン

での電子的な提出状況を踏まえ、電子的な

提出先を一か所とするなど事業者負担を軽

減する。 

・納税地の異動届出書が不要となる。 

この分野においては、国民が税務当局に直接、

または法定調書の提出義務者（金融機関、不

動産会社、従業員を雇用している事業者等）

を通じて、自己の「番号」を告知し、税務当
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局（国税庁、都道府県、市町村）間で「番号」

の利活用を行う。 

一方、政府の IT 戦略本部が提唱している

国民 ID 制度(4)と番号制度の関係については、

「基本方針」において、「番号制度構築に当た

っては、各機関間の情報連携は情報連携基盤

を通じて行わせることにより、情報連携基盤

がデータのやり取りの承認やアクセス記録の

保持を行い、国民が自己情報へのアクセス記

録を確認できるようにするなど、個人情報保

護に十分配慮した仕組みとする。また、番号

制度の情報連携基盤がそのまま国民 ID 制度

の情報連携基盤となり、将来的に幅広い行政

分野や、国民が自らの意思で同意した場合に

限定して民間のサービス等に活用する場面に

おいても情報連携が可能となるようセキュリ

ティに配慮しつつシステム設計を行うものと

する。」(5)とされており、一体として制度設計

がなされる見込みである。 

そこで、本稿では、番号制度及び国民 ID

制度の検討状況について概観するとともに、

両制度の税務行政への適用について各論を考

察し、論点を明らかにしたい。 

 

２ 番号制度及び国民 ID 制度についての検

討状況の概観 

平成 23 年 6 月までの政府発表資料に基づ

き、両制度についての検討状況について、以

下、概観する。 

(1) 番号制度 

政府の平成 22 年度税制改正大綱に、社会

保障・税共通の番号制度について、「社会保障

制度と税制を一体化し、真に手を差し伸べる

べき人に対する社会保障を充実させるととも

に、社会保障制度の効率化を進めるため、ま

た所得税の公正性を担保するために、正しい

所得把握体制の環境整備が必要不可欠です。

そのために社会保障・税共通の番号制度の導

入を進めます。」(6)との記述がされた。これを

受け、政府の国家戦略室に設置された「社会

保障・税に関わる番号制度に関する検討会」

(7)、内閣官房に設置された「社会保障・税に

関わる番号制度に関する実務検討会」（以下

「実務検討会」という。）(8)等における議論を

経て、政府の平成 23 年度税制改正大綱（以

下「税制大綱」という。）(9)に、「社会保障・

税に関わる番号制度は、主として給付のため

の制度であり、①真に手を差し伸べるべき人

に対する社会保障の充実とその効率化を図り

つつ、②国民の負担の公正性を担保し、制度

に対する国民の信頼を確保するとともに、③

国民の利便性の更なる向上を図るために不可

欠なインフラとして可能な限り早期に導入す

ることが望ましいものと考えます。」(10)との

記述がされた。さらに、「税制大綱」には、番

号制度の機能として、次の記述がある。 

「税務面において番号制度を活用するには、

①各種の取引に際して、納税者が取引の相手

方に番号を「告知」すること、②取引の相手

方が税務当局に提出する法定調書及び納税者

が税務当局に提出する納税申告書に番号を

「記載」すること、が必要となります。これ

により税務当局は、法定調書と納税申告書の

情報を、番号をキーとして名寄せ・突合する

ことが可能となります。 

その前提として、番号は、少なくとも、①

国民一人一人に一つの番号が付与されている

こと、②納税者が取引の相手方に告知できる

よう、民－民－官の関係で利用でき、また、

目で見て確認できること、③常に最新の住所

情報と関連付けられていること、という条件

を満たす必要があります。 

税務面において、番号制度がこのような役

割を果たしていけるよう、実務検討会での議

論と並行して、①法定調書の拡充、②税務当

局への提出資料の電子データでの提出の義務

付け、③税務行政における電子化の推進と情

報連携の効率化等の課題について積極的に検

討を進めます。 

また、制度全体についての議論の進捗状況
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を踏まえ、①法定調書への正確な番号記載の

確保策、②税務情報についてのプライバシー

保護の徹底策、といった課題についても検討

を進めます。」(11) 

「税制大綱」の決定を受けて、「実務検討会」

において引き続き検討を行った結果、前述の

「基本方針」が決定された。「基本方針」によ

れば、番号制度を、複数の機関に存在する個

人や法人の情報を同一人の情報であるという

ことの確認を行うための基盤として構築する

ためには、次の３つの仕組みが必要となると

された（図 1参照） (12)。 

① 付番 

新たに国民一人ひとりに唯一無二の民－

民－官で利用可能な見える「番号」を最新

の住所情報と関連づけて付番する仕組み 

② 情報連携 

複数の機関において、それぞれの機関ご

とに「番号」やそれ以外の番号を付して管

理している同一人の情報を紐付けし、紐付

けられた情報を相互に活用する仕組み 

③ 本人確認 

個人や法人が「番号」を利用する際、利

用者が「番号」の持ち主本人であることを

証明するための本人確認（公的認証）の仕

組み 

 

図１ 

 

 

「基本方針」の決定を受けて、「実務検討会」

で引き続き検討を進めた結果、平成 23 年 4

月 28 日に「社会保障･税番号要綱」(13)が決定

され、平成 23 年 6 月 30 日に、政府・与党社

会保障改革検討本部において、「社会保障・税

番号大綱（以下｢番号大綱｣という。）(14)が決

定され、｢番号｣の名称は｢マイナンバー｣とす

ることが決定された。「番号大綱」の概要(15)

は図 2 のとおりである。 
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図２ 
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(2) 国民 ID制度 

政府の IT 戦略本部の報告書（新たな情報

通信技術戦略（平成 22 年 5 月 11 日 IT 戦略

本部決定））(16)によれば、新たな情報通信技

術戦略の柱の一つとして、国民本位の電子行

政の実現が掲げられており、「通信技術を活用

した行政刷新と見える化」(17)についての重点

施策として、国民 ID 制度の導入を目指すこ

ととされた。 

同報告書によれば、「社会保障の安心を高め、

税と一体的に運用すべく、電子行政の共通基

盤として、官民サービスに汎用可能ないわゆ

る国民 ID 制度の整備を行うとともに、自己

に関する情報の活用については、政府及び自

治体において、本人が監視・コントロールで

きる制度及びシステムを整備する。」(18)とさ

れており、「社会保障・税の「番号」の検討と

整合性を図りつつ、個人情報保護を確保し府

省・地方自治体間のデータ連携を可能とする

電子行政の共通基盤として、2013 年までに国

民 ID 制度を導入する。併せて、行政機関に

よる運用やアクセスの状況を監視する第三者

機関の創設、公的 IC カードの整理・合理化

を行う。また、インターネットを通じて利便

性の高いサービスを提供するため、民間 ID

との連携可能性を検討する。さらに、各種の

行政手続の申請等に際して、既に行政機関が

保有している情報については、原則として記

載・添付が不要となるよう行政機関における

適切な情報の活用を推進するとともに、行政

機関が保有する自己に関する情報について、

国民が内容を確認できる仕組みを整備する。」

(19)とされた。 

同報告書を受けて、同本部に設置された電

子行政に関するタスクフォースが引き続き検

討を行った結果、国民 ID 制度全体のイメー

ジ(20)が次のとおり示された。 

・国民 ID 制度は、情報通信による国民の利

便性の向上、公平な負担、社会的弱者への

確実な給付等を実現するため、行政機関等

が保有する国民に関する情報を、個人情報

の確保を図りながら、ID を利用し、情報保

有機関相互間で安全かつ効率的に情報連携

を行うための仕組みを整備しようとするも

のであり、その基盤となるものとして情報

連携基盤を構築。 

・情報連携基盤の機能の要素としては、アク

セス者が正当な利用者であることを確認し、

情報保有機関と認証の連携を行う「認証連

携機能」、利用者の国民 IDコードと各情報

保有機関の番号との紐付けを行う「番号連

携機能」、情報保有機関相互の情報連携（連

携の手順や方法等）を管理する「情報連携

機能」、各情報保有機関へのアクセスログや

情報保有機関相互の情報連携におけるログ

の取得・蓄積・管理を行う「アクセスログ

管理機能」がある。 

※ 情報連携基盤と各情報保有機関のシス

テムにおいて、どのように機能分担を図

るか等については、具体的なシステムを

検討する段階において技術面、コスト面

などから検討が必要。 

・利用者は、各種行政サービス・民間サービ

スを受けるための総合窓口機能を有する

「マイポータル」を通じて、自己情報・ア

クセスログの閲覧、ワンストップ申請、各

種証明書の取得、プッシュ型情報提供サー

ビスの利用等を行うことができる。 

・中央省庁、地方自治体等の情報保有機関は、

利用番号と連携番号の変換や情報連携のた

めのデータの標準化、一時保管等を行う「連

携インタフェース機能」を通じて情報連携

基盤と接続することが想定される。 

・アクセスログの監視、各機関間・分野間の

情報連携の監視・監督等の役割は、第三者

機関が担うことが想定される。 

国民 ID 制度のイメージ(21)は図 3 のとおり

である。 
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図３ 
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(3) 両制度の連携 

国民 ID制度と番号制度の関係については、

前述のタスクフォースの報告書(22)によれば、

国民 ID 制度は各分野間(行政機関等)でデー

タ連携を可能とする情報連携基盤であり、「番

号」は国民 ID 制度を利用する「利用番号」

の一つとして位置づけられている。「利用番

号」とは、国民が行政窓口等で実際に手続を

行う時に利用する分野毎に存在するものであ

り、各分野での申請書への記入などの利用例

が想定されている。 

つまり、国民 ID 制度は情報インフラであ

り、番号制度は国民 ID 制度のアプリケーシ

ョンの一つであるということができる。具体

的には、本人確認、改ざん防止、秘密保護と

いったシステム的な機能は国民 ID 制度を利

用することにより実現する一方、利用者は、

国民 ID 制度のシステム内部を意識すること

なく「番号」等の「利用番号」を利用するこ

ととなる。 

両制度の連携(23)については図4のとおりと

されている。 

 

図４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 番号制度の税務行政への適用 

はじめにで述べたように、「基本方針」には、

「番号」の利用例について、いくつか具体例

が示されており、それらを図示すると図 5(24)

のとおりとされている。 
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図５ 
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これらの例示については、「ここで示される

利用場面については、関係者にシステム対応

等の負担を求める可能性があることや、個人

情報等の取扱い等に特に留意が必要な場合も

あることから、引き続き実現に向けて検討が

必要である。」(25)とされており、情報連携の

際の個人情報保護等に課題があると思われる。 

 

｢番号大綱｣には、番号制度で何ができるの

かについて、次の記述がある。 

○所得把握の精度の向上等の実現に関するも

の(26) 

法令又は条例に基づき税務当局が行う国

税･地方税の賦課･徴収に関する事務（申告書

の処理、調査等）に「番号」及び法人等に付

番する番号（以下「法人番号」という。）を活

用する。このことにより、例えば、税務当局

が取得する各種所得情報や扶養情報について、

「番号」又は「法人番号」を用いて効率的に

名寄せ・突合することが可能となり、より正

確な所得把握に資する。 

このような対応が可能となるよう、税務当

局に提出される既存の申告書・法定調書等に

ついては、その提出者（申告を行う者、法定

調書の提出義務者等）に対し、提出者本人及

び記載項目とされている第三者（扶養控除の

対象者、給与等の支払を受ける者等）に係る

「番号」又は「法人番号」の記載を求めるこ

ととする。なお、今後「番号」又は「法人番

号」の記載の具体的な開始時期、正しい「番

号」の告知や本人確認の担保方法等について

検討を進める。また、番号制度の導入趣旨を

踏まえ、諸外国の事例も参考として、法定調

書の拡充についても検討を進める。 

○自己の情報の入手や必要なお知らせ等の情

報の提供に関するもの(27) 

国民が、社会保障・税に関する自分の情報

や、利用するサービスに関する情報を自宅の

パソコン等から容易に閲覧可能となり、必要

なサービスを受けやすくなるなど国民の利便
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が高まる。具体的には、以下のような情報提

供が想定される。 

・自己の過去の税務申告や納付履歴に関す

る情報 

・確定申告等を行う際に参考となる情報 

○事務・手続の簡素化、負担軽減に関するも

の(28) 

国・地方公共団体等間で、申請等に必要な

情報を適時にやり取りすることで、事務・手

続の簡素化が図られ、国民及び国・地方公共

団体等の負担が軽減され、利便が高まる。 

① 添付書類の削減等 

国民が申請･申告等をする場合に必要な行

政機関が発行する書類の添付を省略化するこ

と等で、国民の利便が高まるとともに、各機

関の事務コストも削減できる。具体的には、

現時点の制度（時限立法措置によるものも含

む。）を前提として、以下のようなものが想定

される。 

【所得情報等に関する証明書（所得証明書、

納税証明書等）の添付が省略される手続の例】 

番号制度の導入に併せて、税法上の守秘義

務が課せられている所得情報等の提供を可能

とする立法措置が講じられていることを前提

に、以下の手続における所得情報等に関する

証明書の添付を省略することが想定される。 

・国民年金法等による加給年金、振替加算及

び障害基礎年金の申請に関する手続・・・

以下、省略。 

【住民票の添付が省略される手続の例】 

番号制度を契機に、住民基本台帳ネットワ

ークシステムを活用することにより、以下の

手続における住民票の添付を省略することも

想定される。 

・税務分野 

住宅借入金等を有する場合の特別控除に係

る所得税の確定申告手続・・・以下、省略。 

③ 法定調書の提出に係る事業者負担の軽減 

現在、国と地方にそれぞれ記載事項が共通

であるものを提出する義務のある一定額以上

の給与、年金の支払調書について、オンライ

ンでの電子的な提出状況を踏まえ、電子的な

提出先を一か所とするなど事業者負担の軽減

が実現できるとともに、各機関の事務コスト

も削減できる。 

 

また、「番号大綱｣によれば、｢番号｣を告知、

利用する税務分野の手続の範囲については、

当面、次に掲げる範囲を念頭に置きつつ、さ

らに法案策定までに精査することとされてい

る(29)。 

・ 国税に関する法令の規定に基づき税務署長

等に提出する書類への記載及びこれに係る

利用その他番号法の授権に基づく政省令で

定める利用 

具体的には、本人及び税務代理人等が税

務署長等に提出する確定申告書や法定調書

等の書類に「番号」を記載することや、こ

のために必要な事務に「番号」を用いるこ

とがこれに該当する。 

・ 国税に関する法令の規定に基づき、税務職

員等が適正かつ公平な国税の賦課及び徴収

のために行う事務に係る利用その他番号法

の授権に基づく政省令で定める利用 

具体的には、税務職員等による申告書の

処理、調査等に係る事務に「番号」を用い

ることがこれに該当する。 

 

そこで、本節では、「税制大綱」に掲げられ

た番号制度の機能について、「番号大綱」の記

述に基づき検討を行い、論点を明らかにした

い。 

(1) 「税制大綱」の各論についての考察 

「税制大綱」に、番号制度の機能として掲

げられた以下の各項目について各論を考察す

る。 

イ 各種の取引に際して、納税者が取引の相

手方に番号を「告知」すること 

(ｲ) 告知義務等について 

「番号大綱」には、個人の「番号」の告知
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について次の記述(30)がある。①告知義務:正当

な利用目的で「番号」の告知を求められた者

は、「番号」を告知しなければならず、正当な

理由なく、「番号」の告知を忌避してはならな

い、②告知要求の制限:何人も不当な目的で

「番号」の告知を求めてはならない、③虚偽

の告知の禁止:何人も虚偽の「番号」を告知し

てはならない。「法人番号」についても、個人

の「番号」に準じるものとされている(31)。 

(ﾛ) 本人確認 

「番号大綱」には、本人確認の方式等につ

いて次の記述(32)がある。①「番号」の告知を

求めることのできる行政機関、地方公共団体

又は関係機関の職員等及び法令に基づき「番

号」を取り扱い得る事業者又はその従業者等

は、本人確認を行うとともに、「番号」の真正

性を確保する措置を講じるよう努めなければ

ならない。②「番号」を取り扱う個別具体的

な手続における本人確認及び「番号」の真正

性確保等の在り方については、ICカードを活

用した本人確認及び「番号」の真正性の確認

を基本としつつ、手続ごとに要求される本人

確認等の厳密さのレベルが異なることから、

番号法には規定せず、個別法等で個別に規定

する。また、民－官、民－民のそれぞれの取

引の場面で求められる適切な認証の在り方に

ついて、電子署名及び認証業務に関する法律

（平成 12 年法律第 102 号 以下、電子署名

法という。)に基づく認定認証業務の活用を含

めて検討を行う。 

(ﾊ) 告知の方式 

窓口等で「番号」を告知する際に、書面に

より告知するのか、ICカード等により電子的

に告知するのかについては、(ｲ)で述べたとお

り、個別法等で規定する旨の記述があるが、

情報連携基盤技術ワーキンググループの報告

書(33)には、個人の本人確認等について、次の

ような記述(34)がある。 

・書面により本人確認及び「番号」確認を行

う場合 

①本人が ICカードを所持していない場合 

法令等で「番号」を確認することが認め

られている機関の窓口等（以下「窓口等」

という。）においては、利用者に対し、本人

確認書類（運転免許証等）の提示を求め、

本人であることを確認した上で、「番号」の

申告を求め、本人から申告された「番号」

を書面に記載することとしてはどうか。 

②本人が ICカードを所持している場合 

ICカードの IC チップ内に「番号」を安

全に格納し、窓口等において確認し利用で

きる仕組みとしてはどうか。 

なお、窓口等の体制が未整備の場合は、

ICカードに記載された「番号」を書面に記

載することも考えられるか。 

・電子的に本人確認及び「番号」確認を行う

場合 

窓口等が書面を使わず電子的に本人確認及

び「番号」確認を行う場合には、公的個人認

証サービスの仕組みを活用して本人確認をし

た上で、ICカードから「番号」を取り出す仕

組みを検討してはどうか。 

法人の本人確認等については、同報告書に、

「法人は公的認証の利用又は券面に表示され

た番号を提示して税又は社会保障サービスを

受けることを想定していないことから、番号

の通知は紙により行うこととしてはどうか。」

(35)との記述があり、電子的な手段を用いない

ことを想定しているようである。 

一方、「基本方針」には、前述のように、「番

号」の仕組みとして「法人が「番号」を利用

する際、利用者が「番号」の持ち主本人であ

ることを証明するための本人確認（公的認証）

の仕組み。」が規定されており、「番号大綱」

にも、「「法人番号」についても、告知を受け

る際の本人確認及び「番号」の真正性確保、

告知義務、虚偽告知の禁止等、番号制度を適

正・円滑に運営するために必要な措置につい

ては、個人に付番する「番号」と同様の措置

を講じる。」(36)との記述があり、電子的な手
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段を利用することが予定されているようであ

る。 

なお、商業登記に基づく電子認証制度(37)

を利用することによる法人税申告等の手続は、

e-Tax において対応済み(38)であり、法人の本

人確認等について公的認証を利用することは、

容易に実現できると思われる。 

ロ 取引の相手方が税務当局に提出する法定

調書及び納税者が税務当局に提出する納税

申告書に番号を「記載」すること 

(ｲ) 「番号大綱」の記述 

「番号大綱」には、前述のように「番号」

を利用することができる手続について、「国税

に関する法令の規定により税務署長に提出す

る書類その他番号法の授権に基づく政省令で

定める書類等への記載及びこれに係る利用」

が掲げられており、納税申告書等に納税者自

身の「番号」を記載させ、法定調書には提出

義務者及び取引の相手方双方の｢番号｣を記載

させることとなると思われる。 

(ﾛ) 申告書等ごとの各論 

税法等の規定に基づき税務署長へ提出する

書類には、納税者自身の「番号」を記載する

こととなると考えられるが、次のような書類

については検討を要する。 

A 本来は税務署長へ提出すべきであるが、

通達により提出不要とされている、給与所

得者の扶養控除等の申告書、給与所得者の

保険料控除及び配偶者特別控除の申告書

(39)等の扱い。これらの申告書を提出させる

とした場合に、家族等の「番号」を記載さ

せるのか。 

B 所得税に係る財産債務明細書(40)、所得税

申告書の譲渡所得の内訳書(41)、法人税申告

書別表二の株主名簿(42)、法人税申告書の勘

定科目内訳明細書(43)、消費税申告書の仕入

控除税額に関する明細書(44)等に、取引等の

相手方の「番号」を記載させるのか。 

ハ 法定調書と納税申告書の情報を、番号を

キーとして名寄せ・突合すること 

「番号大綱」には、前述のように「税務当

局が取得する各種所得情報や扶養情報につい

て、「番号」又は「法人番号」を用いて効率的

に名寄せ・突合することが可能となり、より

正確な所得把握に資する。」との記述がある一

方、情報の名寄せ・突合について、①国家管

理への懸念や②個人情報の追跡・突合に対す

る懸念といった、個人情報保護の観点から記

述(45)がある。したがって、個人情報保護等に

配意しつつ、各種情報を「番号」をキーとし

て名寄せ・突合し、税務分野で利用すること

が予定されているものと考えられる。 

ニ 法定調書の拡充 

「番号大綱」には、前述のように「番号制

度の導入趣旨を踏まえ、諸外国の事例も参考

として、法定調書の拡充についても検討を進

める。」との記述があることから、具体的には、

源泉分離課税制度(46)の廃止とそれに伴う利

子等の支払調書の拡充などが検討の論点とな

ると考えられる。 

後述の情報連携機能を活用して、税務当局

が随時に情報収集することが可能となること

から、法定調書との住み分けも論点になるが、

「番号大綱」には「情報保有機関から税務署

長等に対する確定申告書、法定調書の提出手

続については、専ら一方の行政目的を達成す

るために法令の規定に基づいて申告義務者、

法定調書提出義務者の義務として行う行為に

ほかならないことから、「情報を相互に活用す

る」情報連携には当たらない。」(47)旨の記述

がある。 

ホ 税務当局への提出資料の電子データでの

提出の義務付け 

「番号大綱」には、前述のように「法定調

書の提出に係る事業者負担の軽減」について

の記述はあるが、電子データでの提出を義務

付ける法定調書の拡充についての記述はない。 

なお、平成 23 年度税制改正(48)において、
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大口の支払調書等提出義務者について、電子

データによる提出が義務付けられることとな

った。e-Tax については義務付けられていな

いものの、ICカードが納税者全員に配布され

ることにより、一層の普及が期待できる。 

ヘ 税務行政における電子化の推進と情報連

携の効率化 

税務行政における電子化については、

e-Tax が普及(49)するなど、すでにかなりの成

果を挙げている。新たに「番号」制度の導入

に対応する必要があるが、e-Tax は公的個人

認証サービスや商業登記に基づく電子認証制

度などの認証基盤に対応済み(50)であること

から、さほど困難ではないと思われる。 

情報連携については、「番号大綱」に「番号」

に係る個人情報の提供等について次の記述

(51)がある。 

・ 情報保有機関（「番号」に係る個人情報を

保有する行政機関、地方公共団体及び関係

機関をいう。以下同じ。）は、番号法又は番

号法の授権に基づく政省令で、①事務の種

類、②提供する情報の種類、③当該情報の

提供先等を規定した上で、情報連携基盤を

通じて当該情報を提供することができるこ

ととする。 

・ 情報保有機関は、情報連携基盤を通じて、

他の情報保有機関の保有する情報の提供を

求めることができることとし、自己の保有

する情報の提供を求められた情報保有機関

は、当該情報を情報連携基盤を通じて提供

するものとする。 

この機能を利用することにより、税務官庁

は公的機関から随時に特定の納税者に係る情

報を入手することが可能となるが、同様の仕

組みにより、金融機関等の民間事業者から、

情報連携基盤を通じて、特定の納税者に係る

情報の入手が可能であるかどうかは明らかで

はない。 

しかしながら、質問検査権の行使が情報連

携基盤を通じて行われるようになれば、税務

行政の効率化及び過少申告等の牽制につなが

るものと思われ、その場合の留意点は以下の

とおりである 

ト 法定調書への正確な番号記載の確保策 

前述イで述べたように、本人確認について、

電子的な手段で行う場合と書面で行う場合が

想定されている。電子的な手段を利用する場

合には、電子認証制度と連携することにより、

正確な番号記載が期待できる。電子署名及び

電子証明書の添付については後述する。 

チ 税務情報についてのプライバシー保護の

徹底策 

税務職員に対しては、国家公務員法及び税

法の規定(52)により守秘義務が課されており、

これは、番号制度の導入とは無関係である。

ただし、税務職員の守秘義務違反や外部から

のシステム侵入により、納税者情報が外部に

漏えいした場合の被害が、従前に比べ大きく

なることが想定されることから、厳重なセキ

ュリティ対策が不可欠であり、「番号大綱」に

は、個人情報等の保護について次の記述(53)

がある。 

 

番号制度の構築に当たっては、住民基本台

帳ネットワークシステム（以下「住基ネット」

という。）に係る最高裁合憲判決（最判平成

20 年３月６日）を十分踏まえる必要がある。 

同判決を踏まえれば、番号制度は、 

① 何人も個人に関する情報をみだりに第三

者に開示又は公表されない自由を有する

こと 

② 個人情報を一元的に管理することができ

る機関又は主体が存在しないこと 

③ 管理・利用等が法令等の根拠に基づき、

正当な行政目的の範囲内で行われるもの

であること 

④ システム上、情報が容易に漏えいする具

体的な危険がないこと 

⑤ 目的外利用又は秘密の漏えい等は、懲戒

処分又は刑罰をもって禁止されているこ
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と 

⑥ 第三者機関等の設置により、個人情報の

適切な取扱いを担保するための制度的措

置を講じていること 

等の要件を備える必要がある。したがって、

上記の要件を充足するため、それぞれ下記の

とおりの制度設計を行うこととする。 

① については、「番号」に係る個人情報の内

容をみだりに他人に知らせてはならない

旨、法律に規定するとともに、正当な理由

のない提供行為等に罰則を設ける。 

② については、(a)情報連携の対象となる個

人情報につき情報保有機関のデータベー

スによる分散管理とし、(b)法令で定める

事務について「番号」に係る個人情報を情

報保有機関間でやりとりするための電子

情報処理組織（以下「情報連携基盤」とい

う。）においては、「民－民－官」で広く利

用される「番号」を情報連携の手段として

直接用いず、当該個人を特定するための情

報連携基盤等及び情報保有機関のみで用

いる符号を用いることとし、(c)さらに当

該符号を「番号」から推測できないような

措置を講じる。 

③ については、「番号」を用いることができ

る事務の種類、情報連携基盤を用いること

ができる事務の種類、提供される個人情報

の種類及び提供先等を逐一法律又は法律

の授権に基づく政省令に書き込むことで

番号制度の利用範囲･目的を特定するとと

もに、情報連携基盤を通じた「番号」に係

る個人情報へのアクセス記録について、マ

イ・ポータル上で確認できるようにする。 

④ については、情報連携の際の暗号化処理等、

システム上のセキュリティ対策を十分に

講じる。 

⑤ については、行政機関の職員等による不正

利用、不正収集等につき、行政機関の保有

する個人情報の保護に関する法律（平成

15 年法律第 58 号）より罰則を引き上げ、

また、民間事業者及びその従業者等による

不正利用や、不正アクセス等による不正取

得に直罰規定を創設する。さらに守秘義務

違反につき、必要な規定を整備するととも

に、既存の守秘義務違反の罪より罰則を引

き上げる。 

⑥ については、国の行政機関等を監督する独

立性の担保された第三者機関を設置する。 

 

さらに「番号大綱」には、｢番号｣に係る個

人情報の閲覧、複製及び保管等の制限につい

て、次の記述(54)がある。 

① 行政機関、地方公共団体又は関係機関の

職員等は、職務の用以外の用に供する目的

で、「番号」に係る個人情報を閲覧し、複製

し、又はこれが記録されているデータベー

ス等（データベースのほか、「番号」に係る

個人情報を含む情報の集合物であって、一

定の事務の目的を達成するために特定の

「番号」に係る個人情報を「番号」、氏名そ

の他の記述等により容易に検索することが

できるように体系的に構成したものを含む。

以下同じ。）を作成してはならない。 

② 法令に基づき「番号」を取り扱い得る事

業者又はその従業者等は、正当な理由なく、

「番号」の記録されているデータベース等

を作成してはならない。 

従業者（出向者、親子会社において親会

社が一体的に人事管理等を行っている子会

社の従業者又は退職者等を含む。）の源泉徴

収票の提出若しくは金融機関等による支払

調書の提出等法令に基づき「番号」を取り

扱い得る事務に利用するため、「番号」の記

録されたデータベース等を構築するに当た

り、上記事務を含めた用途で利用されてい

る既存のデータベース等に、「番号」を付加

して作成するとき、又は法令に基づき「番

号」を取り扱い得る事業者若しくはその従

業者等が同事業者の従業者本人の同意が得

られている目的の範囲内で、同人の個人情
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報を利用してデータベース等を作成する際

に、同データベース等を法令に基づき「番

号」を取り扱い得る事務にも併せて利用す

るために、「番号」を付記するとき等正当な

理由に該当する範囲を、可能な限り番号法

又は同法の授権に基づく政省令に記載する

などの方法により、確定することとする。 

③ 行政機関、地方公共団体、関係機関及び

法令に基づき「番号」を取り扱い得る事業

者以外の者は、何人も、業として、「番号」

の記録されているデータベース等を作成し

てはならない。 

④ 行政機関、地方公共団体、関係機関の職

員等又は法令に基づき「番号」を取り扱い

得る事業者若しくはその従業者等は、業務

に関して知り得た「番号」に係る個人情報

の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当

な目的に利用してはならない。 

⑤ 事業者又はその従業者等が業務により

「番号」（法令に基づき「番号」を取り扱い

得る事業により知り得た「番号」を除く。）

を知った場合、当該「番号」を他人に知ら

せ、若しくは不当な目的に利用し、又は文

書、図画若しくは電磁的記録に記録して保

管してはならない。 

 

以上のように、「番号大綱」には個人情報等

の保護について、詳細な記述がある。 

 

(2) 国税当局へ提出を要しない情報の扱いに

ついて 

商取引で作成される請求書等のように相手

方に交付する文書や納税者自身が作成し保存

すべき帳簿書類等に、自身及び相手方の番号

を記載させるかどうかについて、「番号大綱」

に基づき検討する。 

イ 商取引で作成される契約書等に自身及び

相手方の番号を記載させるのか 

2 の⑴で述べたように、「税制大綱」におい

ては、「各種の取引に際して、納税者が取引の

相手方に番号を告知すること」が求められて

いるが、⑴のイで述べたように、「番号大綱」

には、正当な利用目的で「番号」の告知を求

められた者は、「番号」を告知しなければなら

ない旨の記述はあるが、すべての取引を対象

とするのかどうかについては記述がなく、契

約書等に記載させるかどうかについての記述

もない。 

ロ 売掛帳、買掛帳等の帳簿書類に相手方の

番号を記載させるのか 

帳簿書類に取引の相手方の「番号」を記載

させるかどうかについては、「番号大綱」に記

述はないが、⑴のチで述べたように、法令に

基づき「番号」を取り扱い得る事業により知

り得た「番号」以外については、当該「番号」

を文書等に記録してはならない旨の記述があ

る。法定調書に取引の相手方の「番号」を記

載する必要があることから、当該「番号」を

帳簿書類に記録する必要があると考えられる

が、これが認められるかどうかは、「番号大綱」

には記述がない。ただし、⑴のチで述べたよ

うに、源泉徴収票の提出又は支払調書の提出

等、法令に基づき「番号」を取り扱い得る事

務に利用するため、「番号」の記録されている

データベース等を作成することは認められて

いる。 

ハ 消費税法 30 条に規定する請求書等に自

身及び相手方の番号を記載させるのか 

消費税法 30 条に規定する請求書等の扱い

については、「番号大綱」には記述がないこと

から、税制改正次第ということになるが、仮

に、当該請求書等に自身及び相手方の番号を

記載させることとした場合には、インボイス

方式に近づくこととなる。 

以上イ、ロ、ハについては、「実務検討会」

の意見聴取に対して、日本経済団体連合会、

経済同友会及び日本商工会議所等の経済団体

(55)や会計専門家である日本税理士会連合会

(56)は、具体的な意見を表明していない。 

なお、｢番号大綱｣によれば、｢法人番号｣に
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ついては、「「法人番号」は、広く一般に公開

されるものであり、自由に流通させることが

でき、官民を問わず様々な用途で利活用する

ものとする。」(57)とされている。したがって、

商取引の当事者が法人である場合には、すべ

ての契約書・請求書等や帳簿書類に当該法人

の｢法人番号｣を記載させるべきである。 

ニ 金融機関の口座情報に口座開設者の「番

号」を記載させるのか 

「番号大綱」には、金融機関は法令に基づ

き「番号」を取り扱い得る事業者として例示

(58)されており、口座開設の際に口座開設者が

自身の「番号」を金融機関へ告知すべきであ

ると考えられる。 

金融・保険業界の団体は、「実務検討会」の

意見聴取(59)に対して、「番号」について幅広

い民間利用を要望するなど、社会保障と税の

分野に限らない柔軟な制度設計を希望する一

方で、膨大な数の既存の口座の扱いには懸念

を表明している。 

【全国銀行協会意見】 

○ 番号制度は国民生活に関わる大事業であ

り、幅広い民間利用を含め、費用対効果の

十分な検討を行い、相応の準備期間を経た

円滑な制度導入が不可欠であると考える。 

○ 幅広い顧客口座への速やかな番号登録の

ためには、実効性の高い制度設計が不可欠

である。 

○ 銀行口座への番号登録の際に大きな問題

となるのは既存の預金口座の取扱いである。

国内の口座は約８億口と膨大な数であるう

え、日ごろ来店の機会のないお客様もおら

れる。また、お客様が番号を携帯していな

いことも想定される。したがって、早期に

幅広く番号登録を行うために、お客様が金

融機関に自主的に番号を申告するような制

度的なインセンティブが有効である。 

○ 番号制度を導入する場合、事務・システム

対応の容易性やコスト、番号登録のフィー

ジビリティに十分に配慮した制度設計、導

入スケジュールとすべきである。 

○ お客様・金融機関双方の利便性の向上に資

する民間利用について認めてもらいたい。

基本方針では、利用範囲は当面社会保障と

税の分野に限定するとされているが、番号

制度の導入に伴う民間の事務コストと利用

のメリットのバランスを図る観点から、ロ

ードマップ等で民間利用の開始時期を明記

するといったようなことも検討してもらい

たい。 

【日本証券業協会意見】 

○ 番号制度の導入に当たっては、当面は社会

保障と税の分野に利用範囲を限定するとさ

れているが、マネーロンダリングや不公正

取引の防止のための顧客口座の管理など、

当初から民間利用を前提とした検討をお願

いしたい。 

○ 個人情報の厳格な管理を行うことは当然

であるが、一方で番号を利活用する場面は

限られると考えられることから、必要以上

のセキュリティ対策やシステム構築が求め

られることの無いよう、効率的な対応をし

てもらいたい。 

○ 番号制度の円滑な導入のためには、全体の

制度設計を明確にしてもらうことが必要で

ある。また、制度導入に当たっては、国民

にできる限り負担のかからない仕組みとす

ることが大事である。 

○ 番号制度導入に対する事務の準備作業に

配慮し、計画的かつ段階的に制度の導入を

進めてもらいたい。 

○ システム対応、現場の実務対応、国民への

周知などは周到な準備と強いリーダーシッ

プが必要である。 

○ 導入に対して、国民にとって利用すること

のメリットを感じるような措置を講じるこ

とが円滑な番号制度の定着を図るための施

策として有効ではないか。 

○ 少額上場株式等非課税制度（ＩＳＡ非課税

制度）では税法上番号の管理が義務づけら
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れているが、今回検討されている番号と共

通の番号として利用できれば、証券会社の

負担軽減だけでなく、顧客も面倒な手続が

不要になる。こういった点にも配慮しても

らいたい。 

【生命保険協会意見】 

○ 番号制度の情報連携の範囲は当面、社会保

障と税の分野とされているが、個人情報保

護への配慮と本人の同意を前提とした情報

連携の民間への段階的な拡大を大いに期待

している。 

○ 保険業界としては、お客様の正確な属性情

報の活用による正確・迅速な保険サービス

の提供、お客様の番号制度活用による取引

利便の向上、社会保障と私的保障の一体的

な対応を図ることができるものと考えてい

る。 

○ 公的年金においては、既に住基ネットを活

用した生存確認が認められているが、私的

保障の分野でも同様の対応ができるよう期

待をしている。 

○ 民間においても、サービスの正確かつ適切

な提供や生産性の向上は重要であり、民間

への情報連携の早期の実現を期待する。 

○ 私的保障の提供を通じて社会保障を補完

する役割を果たす観点から、情報連携をは

じめとしたＩＣＴの利活用により、官民一

体で国民生活の安定に貢献していくことが

重要である。 

【日本損害保険協会意見】 

○ 番号制度の早期導入を支持する。このこと

により、国民と国や地方自治体との「権利」

と「義務」の関係が明確化されていくので

ないかと認識している。 

○ 番号制度の導入にあたり、契約手続やシス

テムなどの改訂対応が必要となる。行政機

関への情報提供範囲が拡大すれば、さらに

負担は増える。番号制度の導入が必要であ

ることは充分認識しているが、過度な負担

とならないよう配慮してほしい。 

○ 「基本方針」では、民間による番号の活用

は今後の検討課題となっているが、契約者

への適切な商品提案や住所変更報告が不要

になるなど利便性向上が期待できるため、

ぜひとも民間で活用できるよう検討しても

らいたい。 

○ 行政機関への情報提供について、同種の資

料は統合し、また、提出先についても一元

化を検討してもらいたい。 

○ 民間サービスへの番号の活用範囲・活用時

期について、早期にスケジュールを明確化

してもらいたい。 

(3) 各種情報への電子署名及び電子証明書の

添付及び電子的な税務調査 

「番号大綱」によれば、⑴のイの(ﾛ)で述べ

たように、民－官、民－民のそれぞれの取引

の場面で求められる適切な認証の在り方につ

いて、電子署名法に基づく認定認証業務の活

用を含めて検討を行うこととされている。 

民－官の場面としては、申告書等の提出が

想定されるが、⑴のヘで述べたように、e-Tax

が電子署名法に基づく認定認証業務に対応し

ており、「番号」制度についても、当然に対応

するものと考えられる。具体的には、e-Tax

を利用する際に、国民 ID 制度の認証連携機

能を利用することにより、民から官へ提出さ

れる申告書等に納税者自身の電子署名及び電

子証明書が添付され、本人確認及び改ざん防

止が電子的に行われると考えられる。一方、

⑴のロの(ﾛ)で述べたような、納税者の家族や

取引の相手方の電子署名及び電子証明書の扱

いについては、「番号大綱」には記述がないが、

申告書や支払調書を電子的に提出する場合に

は、これらの電子署名及び電子証明書を添付

させることにより、偽造や改ざん防止を図る

ことができる。 

民－民の場面については、契約書・請求書

等のように⑵で述べた国税当局へ提出を要し

ない情報へ電子署名及び電子証明書を添付す

るかどうかが論点となる。紙に電子署名及び
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電子証明書を添付することは現実的ではない

ことから、e-文書法(民間事業者等が行う書面

の保存等における情報通信の技術の利用に関

する法律、電子計算機を使用して作成する国

税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する

法律等を総称していう。) (60)に基づき、各種

情報を電子化して保存している場合が対象と

なると考えられる。これらの情報に自身の電

子署名及び電子証明書を添付することは容易

であるが、取引の相手方の電子署名及び電子

証明書を添付することについては、⑵のイ及

びロで述べた取引の相手方の「番号」の記載

と同様の問題がある。 

帳簿書類に併せて保存すべき契約書・請求

書等に、取引の相手方の電子証明書及び電子

署名を添付させることとすれば、取引の相手

方と通謀しない限り、これらの情報の改ざん

や偽造は不可能となる。さらに、電子的に提

出する法定調書に、これらの契約書・請求書

等を添付させることにより、法定調書の正確

性を向上させることもできる。 

このような、改ざんや偽造が困難な帳簿組

織を備えた納税者に対しては、税務調査の際

に、原則として、納税者宅臨場による実地調

査を省略し、電子的な税務調査により、納税

者の負担軽減を図るといった特典規定を創設

することも一案である。なお、OECD から、

財務会計ソフトについての指針である

Guidance and Specifications for Tax 

Compliance of Business and Accounting 

Software(61)及び、当該指針に準拠した財務会

計ソフトから税務調査に必要なデータを電子

的に抽出する仕組みである Standard Audit 

File(62)が提案されており、EU 諸国において

は、税務調査を電子化する仕組みとして、制

度化され実用化が進んでいる(63)。Standard 

Audit File は、財務情報を電子的に記述する

ための標準言語である XBRL(Extensible 

Business Reporting Language) (64)にも対応

(65)していることから、｢番号｣を利用した電子

的な税務調査の仕組みとして、我が国におい

ても参考になると思われる。 

(4) 海外資産・海外取引の扱い 

「税制大綱」には、「番号制度の検討に当た

っては、「番号」を利用しても海外資産・取引

情報の把握には限界がある。」(66)との記述が

あるが、租税条約に基づく情報交換(67)等の手

段を用いて、海外資産と「番号」を紐付きに

することができれば、海外資産等の把握に役

立つと考えられる。 

しかしながら、例えば、オーストラリアに

日本人旅行者が銀行口座を開設する場合には、

オーストラリア入国後６週間以内であれば、

窓口にパスポートを提示することのみで口座

を開設することができる(68)。パスポートに

「番号」を記載することは予定されていない

ことから、たとえ、租税条約に基づく情報交

換により、口座情報を入手することができて

も、「番号」とは紐付きにならない。 

そこで、旅行者固有の識別番号であるパス

ポート番号を国民 ID 制度における利用番号

の一つとして位置づけ、情報連携基盤を利用

して、パスポート番号と「番号」を紐付けす

る方法を提案したい。租税条約に基づく情報

交換により、口座開設者のパスポート番号を

入手することができれば、その者の「番号」

を特定することができるようになる。外国に

短期滞在する日本人が不動産を購入する場合

にも、パスポートの提示が必要であることか

ら、銀行口座以外の情報についても適用でき

ると考えられる。 

外国に長期滞在する資格を有する日本人の

場合には、パスポートではなく当該国の外国

人登録証(米国の Green Card(69)等)により、銀

行口座開設等の経済活動を行っている場合も

あり、パスポート番号を利用した海外資産等

の把握は困難であるが、当該登録証には当該

国における納税者番号が記載されていること

から、この納税者番号について、租税条約に

基づく情報交換により把握することができる。
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そこで、外国に長期滞在する資格を有する日

本人について、当該国におけるその者の納税

者番号を入手し、国民 ID 制度における利用

番号の一つとして蓄積することにより、その

者の「番号」と紐付けすることも考えられる。 

なお、⑶で述べた Standard Audit File に

おいて使用されるデータ形式は、国際的に広

く使用されている XML形式などに準拠(70)し

ていることから、国際的な情報交換にも利用

可能であり、これを活用した電子データによ

る情報交換システムの構築も検討に値する。 

(5) 外国人及び外国法人の扱い 

「基本方針」には、外国人の扱いについて、

「付番対象となる個人は、住民票コードの付

番履歴を有する日本国民及び中長期在留者、

特別永住者等の外国人住民とする。」(71)との

記述があり、外国人登録のある外国人には「番

号」が付番されることとなる。 

外国法人の扱いについては、「番号大綱」の

記述(72)によれば、①登記所の登記簿に記録さ

れた外国法人 ②国税・地方税の納税義務、

源泉徴収義務、特別徴収義務若しくは法定調

書の提出義務を有する又は法定調書の提出対

象となる取引を行う登記のない外国法人の二

種類の外国法人に「番号」が付番されること

となる。 

短期滞在の外国人及び上記①及び②に該当

しない外国法人には、「番号」が付番されない

こととなることから、これらの者の経済活動

の把握が課題となる。銀行口座開設や不動産

登記の際には「番号」の提示が必要となるが、

現金取引や外国銀行の口座を利用したインタ

ーネットバンキングなどは、把握が困難であ

る。そこで、⑷で述べたような外国における

納税者番号制度との連携が課題となると思わ

れる。 

 

４ おわりに 

以上、番号制度及び国民 ID 制度の税務行

政への適用について考察した。納税者番号制

度については、昭和 55 年の税制改正により

導入が決定されたものの、導入前に廃止され

た少額貯蓄等利用者カード制度（いわゆるグ

リーンカード制度）(73)及び、昭和 62 年の税

制改正により導入が計画されたものの廃案と

なった売上税法案に掲げられた税額票番号

（売上税の課税事業者に付番される番号）(74)

が計画されたが、いずれも実現しなかった。 

当時と現在では、納税者番号制度に対する

国民の意識にも変化が見られるが、情報イン

フラの観点からは、現在では、公的個人認証

サービスや商業登記に基づく電子認証制度な

どの認証業務が普及していることから、当時

と比べて、格段の進歩が認められる。制度設

計及び法案の審議が円滑に進めば、制度導入

に向けての技術的な障害は少ないものと考え

られる。 

制度導入後の税務行政の在り方としては、

納税者がマイポータルを利用して所得税確定

申告を作成する仕組み(75)の構築や、3 の⑶で

述べたような、番号制度及び国民 ID 制度を

活用した電子的な税務調査を制度化すること

が課題となると思われる。 
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